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適時開示に係る社内体制
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(1) 当社は、総務部門の執行役員を情報取扱責任者に選任し、東京証券取引所との連絡窓口とし、
　　重要な会社情報の社内管理、および情報開示に関する統制を行っております。
(2) 適時適切な情報開示を行うため、総務人事統括部長を委員長とした
　　ＩＲ委員会を設置し、開示の必要性の審議、開示内容の評価・検討を行っております。
(3) ＩＲ委員会の委員は、上記の委員長のほか、総務部門の執行役員（情報取扱責任者兼任）、
　　コーポレートコミュニケーション部長、法務・コンプライアンス部長、事務局をコーポレート
　　コミュニケーション部としております。

① 情報取扱責任者を含めたＩＲ委員会は、当該情報について「会社情報適時開示ガイドブック」
　 を参照し、また必要に応じて外部識者に相談のうえ、開示の要否を審議いたします。
② ＩＲ委員会は、審議結果を代表取締役社長に報告します。
③ 代表取締役社長は、開示の必要を認めた場合、情報取扱責任者に開示の指示をします。
④ 情報取扱責任者は、情報開示担当部門に開示指示をし、東京証券取引所および必要に応じて当社
　 ホームページ等を通じて情報開示を行います。

２．開示手順

代表取締役社長 東京証券取引所

情報取扱責任者 情報開示担当部門

＜Ｉ Ｒ 委 員 会＞

決算情報

取  締  役  会

経営執行会議

（緊急情報）

各工場・事業所・子会社の
発生事実情報

１．「情報取扱責任者」および「ＩＲ委員会」


